
 

 

 

発信日：2021 年 10 月 1 日 

 

新型コロナウイルス感染症の水際対策として、新たな措置が10月1日から実施されています。

外務省・厚生労働省が有効と認めたワクチン接種証明書が対象で、今回の発表では、アジアに

おいては、インドネシア・シンガポール・スリランカ・タイ・ベトナム・香港・マレーシアで

発行されたものです。接種証明書は翻訳（日本語又は英語）添付など条件があります。 

 

対象者については、①自宅等での待機10日目以降に改めて自主的に検査して、陰性の結果を 

厚労省に届け出た場合、待機期間を短縮。②水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・

地域からの入国について、検疫所が確保する宿泊施設での待機措置が免除。 

詳しくは外務省HPを確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html 

 

今回のテーマ「ワクチン接種証明書保持者に対する入国時待機期間短縮」について 

 

 

 

 
（https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html ） 

 ） 

 
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf ） 
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